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※1 排気筒とは、気体廃棄物処理系で処理した排ガスや各建屋の換気空調の排気を放出するた

めの施設です。また、第 1焼却炉の排気筒からは、第 1焼却炉で焼却した後の排煙を放出して
います。 

※2 SGTS とは、事故時に原子炉建屋内の空気をフィルタを通して換気するための装置です。 
※3 第 1焼却炉とは、廃棄物減容処理建屋（第 1建屋）内にある焼却装置であり、浜岡原子力発電

所の放射線管理区域で発生した紙等の可燃性固体廃棄物を焼却処理しています。 
 

以 上 

浜岡原子力発電所の排気筒排ガスからの 

ごく微量な放射性ヨウ素の検出について 

発生年月日 2011年 3月 16日 

お知らせ基準 

「表 1－5 気体状または液体状の放射性廃棄物の計画外の排出があっ
たとき、あるいは排気筒モニタ、放水口モニタまたはモニタリングポストの
警報が点灯したとき、または排気筒等のガスサンプリングで放射性物質を
検出したとき。」に該当します。 

原 因 

当社は、常時おこなっている浜岡原子力発電所の敷地境界付近での環
境放射線量の測定にあわせて、2011 年 3 月 14 日より環境の放射能量の
監視として、空気中のちりやほこり等のサンプリングをおこなっており、3 月
15日に採取した試料から、ヨウ素 131等の放射性物質を検出しています。 

以上から、今回の事象は、発電所内の各建屋への換気空調系を通じ
て、外気取込口から取り込んだ放射性物質であると推定しました。 

なお、1 年間この放射線を連続して受けた場合の放射線量を評価した結
果、1 マイクロシーベルト未満であり、これは、法令で定められている放射
線量（1000マイクロシーベルト／年）の 1000分の 1程度となります。 

 

 

 

 

状 況 

当社は、排気筒※1 から放出している排ガスの放射能濃度を定量的に把
握するため、常時、排ガスの一部を放射能測定器に送り 1週間ごとの放射
能濃度を分析しています。 

この分析において、2011年 3月 9日～16日までの 1週間のサンプルを
3月 16日に分析した結果、浜岡原子力発電所の全ての排気筒のサンプル
から、検出限界をわずかに超える濃度の放射性ヨウ素を検出しました。 

＜検出結果＞              単位 ベクレル／立方センチメートル 

 
1、2 号機 

排気筒 

3号機 

排気筒 

4号機 

排気筒 

5号機 

排気筒 

5号機 

SGTS※2 

排気筒 

第 1焼却炉※3 

排気筒 

ヨウ素 131 1.1×10-8 6.5×10-9 1.4×10-8 1.9×10-8 1.7×10-9 8.7×10-9 

ヨウ素 132 － － － － － 7.6×10-8 

ヨウ素 133 － － 5.1×10-9 6.8×10-9 － － 

（－：検出限界以下） 

なお、排気筒の排ガスを連続して測定している排気筒の放射線モニタに
は、有意な指示の変動はありません。 

また、浜岡原子力発電所 4、5 号機は安定運転を継続しており、原子炉
水中のヨウ素濃度や排ガス放射線モニタ等の燃料健全性に係わる運転パ
ラメータに異状はありません。 

以上から、本事象は浜岡原子力発電所に起因したものではありません。 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf


 

監視モニタ 

浜岡原子力発電所の建屋の換気空調系の概要 

フィルタ 
（１週間毎に取り替えて分析） 

排気筒は、気体廃棄物処理系で処理した排ガスや各建屋の換気空調の排気を放出する
ための設備です。 

放出にあたっては、監視モニタで連続的に放射線量を測定し、法令で定める限度以下で
あることを確認しています。 

また、排ガス中のごく低いレベルの放射性物質の放射能濃度を定量的に把握する目的
で、1 週間連続で通気捕集したフィルタを回収し、高感度の放射能分析装置を用いて分析し
ています。 

今回は、この分析において、ごく微量の放射性ヨウ素を検出しました。 
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